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羽田空港発着枠の暫定供与

（担当部署）
航空局監理部航空事業課

（担当者）
課長補佐 鍬本、折原
（内線 48502、48523

（担当部署）
航空局監理部航空事業課

（担当者）
課長補佐 鍬本、折原
（内線 48502、48523

概要

効果

●羽田空港においては、国内定期便に１日４０３便分を配分しており、全て使用されている状況。

●一方、ＶＩＰ、公的機関、マスコミ等のための発着枠（公用機等枠）として１日当たり１５便分を留保。

●公用機等枠は、公用機の運航に使用されるほか、緊急事態や事件・事故の発生時などに備えて、
各時間帯に留保し、必要なときに常に使用できるような運用を行う必要があるものではあるが、航
空需要が大幅かつ急速に減退し、我が国航空会社の経営に大きな影響が生じている現状にかん
がみ、その支援を通じてネットワークの維持による利用者利便の確保を図る観点から、例外的な措
置として、平成２１年５月から、公用機等枠のうち２便分について国内定期便への転用を認めること
とする。

１９時台

１６時台

到着枠

１４時台又は１５時台

（空き枠の活用）

１０時台又は１１時台

出発枠
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●１便当たり年間２０億円（定航協試算）として、年間
４０億円
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暫定供与する公用機等枠

1



F（ファーストクラス運賃）

C（ビジネスクラス運賃）

Y（エコノミークラス運賃）

Y2（制限付きエコノミークラス運賃）

PEX（回遊運賃）

Ｙクラス割引運賃

Cクラス割引運賃

キャリアIT運賃

上限をIATA運賃とした範囲
内で航空会社が各旅行会社
との間で決定

個札運賃（航空券のみ購入）個札運賃（航空券のみ購入） ツアー運賃ツアー運賃

IATA運賃
（IATA加盟航空会社の共通運賃）

キャリア運賃
（各社が独自に設定する割引運賃）

1,574,800

838,500

691,300

501,400

327,000
（繁忙期）
237,000
（閑散期）

（円）

運賃額は、
東京＝ニューヨーク路線
（08年4月１日、平日出発・往復分）
の例を記載

ゾーンＰＥＸ運賃
（例）

[JAL]
・ｴｺﾉﾐｰｾｰﾊﾞｰ: 205,000
・悟空14：92,000-72,000
[ANA]
・ｴｺ割ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ:205,000
・ｽｰﾊﾟｰｴｺ割:57,000

「JAL]
・設定なし

[ANA]
・ｴｺ割ﾌﾟﾚﾐｱﾑ：325,000
・ｴｺ割ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｲﾄ：280,000

[JAL] ﾋﾞｼﾞﾈｽｾｲﾊﾞｰ：640,000
[ANA] ﾋﾞｼﾞ割：640,000

[JAL]100,000
[ANA]110,000

237,000
（繁忙期）
137,000
（閑散期）

IT（旅行商品造成用運賃）

IATA-PEXの▲70%
（ゾーンPEX下限）

撤廃

ＩＡＴＡ・ＰＥＸ運賃の７割引の水準に設定していた下限を２００８年４月より廃止。

（※）国際航空運賃については、本邦航空会社・外国航空会社ともに関係国政府の認可が必要となっている。

運賃額は、
東京＝ニューヨーク路線
（09年4月１日、平日出発・往復分）
の例を記載

Ｙクラス割引運賃の下限
（IATA-PEXの▲70%）
撤廃 （08年4月１日）

Ｆクラス割引運賃の下限
（ Cクラス普通運賃）
撤廃 （09年4月１日）

Cクラス割引運賃の下限
（Ｙ２クラス普通運賃）
撤廃 （09年4月１日）

Cクラス割引運賃の下限
（Ｙ２クラス普通運賃）
撤廃 （09年4月１日）

[JAL] 設定無し
[ANA] 設定無し

ファーストクラス割引運賃、ビジネスクラス割引運賃の下限撤廃

（担当部署）
航空局監理部航空事業課

（担当者）
課長補佐 鍬本、折原
（内線 48502、48523）

（担当部署）
航空局監理部航空事業課

（担当者）
課長補佐 鍬本、折原
（内線 48502、48523）

[JAL] ﾋﾞｼﾞﾈｽｾｲﾊﾞｰ：700,400
[ANA] ﾋﾞｼﾞ割：700,400

「JAL]
・ｴｺﾉﾐｰｾｲﾊﾞｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ:275,400
・悟空14ﾌﾟﾚﾐｱﾑ:161,000

[ANA]
・ｴｺ割ﾌﾟﾚﾐｱﾑ：320,400
・ｴｺ割ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｲﾄ：275,400

キャリアＰＥＸ運賃
（例）

[JAL]
・ｴｺﾉﾐｰｾｲﾊﾞｰ: 245,400
・悟空5週末ｽﾃｲ：68,400
[ANA]
・ｴｺ割ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ:245,400
・ｽｰﾊﾟｰｴｺ割:96,400-68,400

Ｆクラス割引運
1,957,500

1,042,400

859,400

623,400

372,000

267,000

キャリア運賃
（各社が独自に設定する割引運賃）

Ｆクラス割引運賃

F（ファーストクラス運賃）

C（ビジネスクラス運賃）

Y（エコノミークラス運賃）

Y2（制限付きエコノミークラス運賃）

PEX（回遊運賃）

Ｙクラス割引運賃

Cクラス割引運賃

IATA運賃
（IATA加盟航空会社の共通運賃）

キャリア運賃
（各社が独自に設定する割引運賃）

（※）国際航空運賃については、本邦航空会社・外国航空会社ともに関係国政府の認可が必要となっている。

804,500

490,100

413,300

368,000

206,000
（繁忙期）
163,000
（閑散期）

（円）

運賃額は、
東京＝シンガポール路線
（09年4月１日、平日出発・往復分）
の例を記載

キャリアＰＥＸ運賃
（例）

[JAL]
・ｴｺﾉﾐｰｾｰﾊﾞｰ:161,000
・悟空3週末ｽﾃｲ：35,000
[ANA]
・ｴｺ割ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ:162,400
・ｽｰﾊﾟｰｴｺ割:51,400-35,400

「JAL] 設定なし
[ANA] 設定なし

[JAL] ﾋﾞｼﾞﾈｽｾｲﾊﾞｰ：286,400
[ANA] ﾋﾞｼﾞ割：370,400

ﾋﾞｼﾞ割14:265,400
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞ割28:235,400

Ｆクラス割引運賃
「JAL] 設定なし
[ANA] 設定なし

Ｆクラス割引運賃の下限
（ Cクラス普通運賃）
撤廃 （09年4月１日）

Cクラス割引運賃の下限
（Ｙ２クラス普通運賃）
撤廃 （09年4月１日）

Cクラス割引運賃の下限
（Ｙ２クラス普通運賃）
撤廃 （09年4月１日）

Ｙクラス割引運賃の下限
（IATA-PEXの▲70%）
撤廃 （08年4月１日）
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（担当部署）

（担当者）

課長補佐 鍬本、折原
（内線48502、48523）

課長補佐 高橋（内線 ）

航空局監理部国際航空課
航空事業課

課長補佐 鍬本、折原
（内線48502、48523）

高橋（内線 ）48402

ファーストクラス割引運賃、ビジネスクラス割引運賃の下限撤廃



２０１０年の羽田・成田の増枠等に関連する国際航空交渉の進展について

１．２０１０年の羽田空港・成田空港の増枠による国際航空機能の最大化については、経済
財政諮問会議での議論を踏まえ、「経済財政改革の基本方針（骨太の方針）２００８」に
おいて、以下のとおり閣議決定されたところ。

（１） 羽田空港

第四滑走路の供用開始時（２０１０年１０月予定）に、

①昼間時間帯（６時～２３時）において、年間約３万回の国際定期便を実現し、

近距離アジア・ビジネス路線を就航。（羽田にふさわしい近距離アジア・ビジネ
ス路線として、ソウル、上海等の都市、さらに、北京、台北、香港まで就航して
いくこととする）

②深夜早朝時間帯において、年間約３万回の国際定期便を実現し、２３時～

翌６時の間は成田が騒音問題により閉鎖されていること等を踏まえ、欧米を
含む世界の主要都市に就航することにより、首都圏全体の国際航空機能の
２４時間化を実現。

（２） 成田空港

平行滑走路の北伸（２１８０ｍ→２５００ｍ）の供用開始時（２０１０年３月予定）に、
年間約２万回の国際定期便を増加し、長距離路線の充実や、需要の伸びの
著しいアジア諸国との国際ネットワークの拡充等を推進。

（担当部署）
航空局監理部国際航空課

（担当者）
課長補佐 高橋

（内線:48402）

国際航空交渉の推進①
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国際航空交渉の推進②

２．国土交通省航空局においては、前記１．の施策を実現すべく、各国との航空交渉を
本格化させているところであり、アジア・ゲートウェイ構想に基づく航空自由化を推進
しつつ、以下のような合意を得ているところ。なお、本年夏頃に向けて、前記１に関連

する国際航空交渉を概ね終了できるよう、今後とも精力的に交渉を推進していく予定。

（１） 羽田空港に関して
昼間時間帯： 韓国及び香港との間で、国際定期便の開設について合意。

深夜早朝時間帯： アジアでは、マレーシア、韓国、シンガポール、タイ及び香港、

欧州では、フランス、イギリス、オランダ及びドイツ、北米では
カナダとの間で、国際定期便の開設について合意。

（２） 成田空港に関して

現在までのところ、ドイツ、ベトナム、インド、オーストリア、カタール、フィンランド、
スカンジナビア三国、シンガポール、アラブ首長国連邦、タイ、オランダ、香港及び
カナダとの間で、輸送力の拡大等について合意。
これにより、チェンナイ（インド）、ドーハ（カタール）、ストックホルム（スウェーデン）、
ドバイ及びアブダビ（アラブ首長国連邦）、カルガリー（カナダ）との間で、新規路線
の開設が実現。

３．なお、アジア・ゲートウェイ構想に基づく航空自由化については、現在までに、韓国、タイ、
マカオ、香港、ベトナム、マレーシア、シンガポール及びカナダの８か国・地域との間で合
意済み。
中国との間でも、日本側からアジア・ゲートウェイ構想に基づく航空自由化を提案して
いるが、現在までのところ合意が得られておらず、協議を継続しているところ。 4



有給休暇取得促進・休暇の分散化

（担当部署）
観光庁観光経済担当参事官

（担当者）

課長補佐 渡邊（内線27211）

概要

有給休暇の取得が促進されることによる、旅行需要の創出・平準化。
効果

●有給休暇取得促進・休暇の分散化

有給休暇の取得事例や休暇と旅行を組み合わせた企業の人材育成に関する事例な

どの収集・分析等を行うとともに、それらの成果を広く普及・啓発することにより、休暇取
得の促進に向けた社会的な機運を高める。

「年次有給休暇」の完全取得が
実現した場合の経済効果

経済波及効果

１１兆８千億円（約１２兆円）

雇用創出効果

1４８万人（約１５０万人）

出所：経済産業省・国土交通省・(財)自由時間デザイン
協会
「休暇改革は『コロンブスの卵』～１２兆円の経
済波及効果と１５０万人の雇用創出～」

観光旅行の促進のための環境の整備として、有給休暇の取得促進・休暇の分散化を
進めることは重要な課題（平成19年の年次有給休暇取得率は47.7％）。

参考

7.8 7 .5 7 .6 7 .6 7 .9 8 .2
8 .6 9 .0 9 .1 9 .1 9 .5 9 .4 9 .4 9 .1 9 .0 8 .9 8 .8 8 .8 8 .5 8 .4 8 .4 8 .3 8 .5

17.817.717.9

15.214.9 15.1 15.3 15.4
15.5 15.7

16.1 16.3
16.9 17.2 17.4 17.4

17.5 17.8 18.0
18.1 18.2 18.0 18.0

47 .7
46 .647 .1

51 .650.350 .2 50 .0
51 .5

52 .9
54 .6

56 .1 56 .1
53 .9

55 .2
54 .153.8

51 .8
50 .5

49 .5
48 .448.1

46.647 .4

S60 61 62 63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

労働者１人平均 年次有給休暇の推移(調査産業計、企業規模３０人以上)

出所：厚生労働省｢就労条件総合調査｣（旧 「賃金
労働時間制度等総合調査」）

注１）調査期日は、平成１１年度以前は１２月末日
現在、１２年度より１月１日現在であり、調
査年度を表章している。

注２）「付与日数」には、繰越日数を含まない。
注３）「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１

００（％）である。

付与日数
取得日数

付与日数
取得日数

付与日数
取得日数

取
得
率
（
％
）

付
与
日
数
・
取
得
日
数
（
日
）
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○国内航空需要の拡大と国内宿泊旅行の拡大を目的として、「空港を活用した国内観光振興プロモーション実行委員会」では

羽田空港国内線旅客ターミナル内のスペースを活用した国内観光振興プロモーションを平成２０年度に実験的に実施。
○ 引き続き、平成２１年度も実験的に実施。

おかやま観光キャンペーン推進協議会長野県3月

北九州市、大分市、中津市、豊後高田
市観光まちづくり(株)

Feel KOBE観光推進協議会、姫路市、
明石市

2月

四国観光立県推進愛媛協議会奈良県1月

H21

富良野美瑛広域観光推進協議会秋田県12月

特定非営利活動法人知床斜里町観光
協会、知床羅臼町観光協会

社団法人和歌山県観光連盟11月

大隅広域観光開発推進会議山口県観光周遊促進協議会10月

広島県・島根県観光
連絡会議

青森県大規模観光キャンペーン推進
協議会

9月

北陸三県広域連携観光推進協議会
社団法人熊本県観光連盟、大分県、
社団法人長崎県観光連盟

8月

富山県、岐阜県高知県7月

有限責任中間法人ニセコ倶知安リゾ－
ト協議会

鹿児島県6月

美濃市、関市、郡上市西いぶり戦略的観光推進協議会5月

H20

第２旅客ターミナル第１旅客ターミナル実施年月

おかやま観光キャンペーン推進協議会長野県3月

北九州市、大分市、中津市、豊後高田
市観光まちづくり(株)

Feel KOBE観光推進協議会、姫路市、
明石市

2月

四国観光立県推進愛媛協議会奈良県1月

H21

富良野美瑛広域観光推進協議会秋田県12月

特定非営利活動法人知床斜里町観光
協会、知床羅臼町観光協会

社団法人和歌山県観光連盟11月

大隅広域観光開発推進会議山口県観光周遊促進協議会10月

広島県・島根県観光
連絡会議

青森県大規模観光キャンペーン推進
協議会

9月

北陸三県広域連携観光推進協議会
社団法人熊本県観光連盟、大分県、
社団法人長崎県観光連盟

8月

富山県、岐阜県高知県7月

有限責任中間法人ニセコ倶知安リゾ－
ト協議会

鹿児島県6月

美濃市、関市、郡上市西いぶり戦略的観光推進協議会5月

H20

第２旅客ターミナル第１旅客ターミナル実施年月

プロモーションの模様
（５月 西いぶり戦略的観光推進協議会）

平成２０年度プロモーション実施団体

※共同主催者等については、一部省略した。

空港を活用した国内観光振興プロモーション実行委員会
構成員：(社)日本観光協会、航空会社（㈱日本航空インターナショナル、全日本空輸㈱）、日本空港ビルデング㈱、国土交通省（航空局（航空事業

課、首都圏空港課、東京空港事務所）、観光庁（観光地域振興部観光地域振興課））

事務局：観光庁観光地域振興部観光地域振興課

空港を活用した国内観光振興プロモーション
（担当部署）観光庁観光地域振興部

観光地域振興課

（担当者） 課長補佐 羽矢（内線27702）
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国内観光旅行の振興に関する連絡会議
（担当部署）
観光庁観光経済担当参事官

（担当者）

課長補佐 渡邊（内線27211）
概要

＜趣旨＞ 国内観光旅行の振興に関する取組について、情報共有・連携を図るとともに、国内観光の振興方策について検討を行う場と
して、活発な情報プラットフォームの形成を目指す。

＜メンバー＞ 具体的な議論を行う場とするため、各団体・企業からの出席者は、実務レベルの責任者とする。
（事務局は、観光庁・（社）日本観光協会・（社）日本ツーリズム産業団体連合会が共同して担当する。）

＜運営＞ 情報共有を行うとともに、共通の取組テーマ・問題意識を持ったメンバーが共同して独立のプロジェクトを実施する。第1回会合
は３月26日に開催され、観光産業、鉄道業、航空運送業、道路・自動車関係業等の団体・企業から連携テーマについてのプレ
ゼンテーションが行われた。今後２～３ヶ月ごとに開催し、関係者の情報共有と連携強化に取り組むとともに、国内観光の振興方
策について検討を行う。
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テーマの提供

連絡会議の運営イメージ

共通テーマを
持つメンバー

共通テーマを
持つメンバー

日
観
協

※テーマは、メンバーの提案に
基づいて設定する。

業界の枠を越えた情報プラットフォームとして横断的な連携を促進。

効果

＜趣旨＞ 国内観光旅行の振興に関する取組について、情報共有・連携を図るとともに、国内観光の振興方策について検
討を行う場として、活発な情報プラットフォームの形成を目指す。

＜メンバー＞ 具体的な議論を行う場とするため、各団体・企業からの出席者は、実務レベルの責任者とする。
（事務局は、観光庁・（社）日本観光協会・（社）日本ツーリズム産業団体連合会が共同して担当する。）

＜運営＞ 情報共有を行うとともに、共通の取組テーマ・問題意識を持ったメンバーが共同して独立のプロジェクトを実施する。
第1回会合は平成21年３月26日に開催され、観光産業、鉄道業、航空運送業、道路・自動車関係業等の団
体・企業から連携テーマについてのプレゼンテーションが行われた。今後２～３ヶ月ごとに開催し、関係者の情報共有
と連携強化に取り組むとともに、国内観光の振興方策について検討を行う。
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路線：関空－那覇便（７往復）

日時：３月１４日、１５日、２０日～２２日、

２８日～２９日

機材：Ｂ７３７（１２６席）

路線：関空－石垣便（５往復）

日時：３月９日、１１日、１３日、１５日、１７日

機材：Ｂ７３７（１２６席）

計 １８往復 計 １２往復

総計 ３０往復

路線：関空－那覇便（１８往復）

日時：３月１２日～１７日、２０日～３１日

機材：ＭＤ９０（１５０席）

8

●昨今、国内航空路線の減便・廃止が相次いでおり、国内観光振興の観点からも、国内航空ネットワーク
の維持の観点からも早急な対応が必要。
●このため、観光庁の設置を契機としつつ、エアライン、旅行業者、国・自治体等の関係者が一体となって
国内観光の振興と国内航空ネットワークの維持・充実を図るという観点から、平成２１年３月に以下の国内
臨時便を実現。

●今後も随時取組を実施。

臨時便、チャーター便の増進

（担当部署）
航空局監理部航空事業課

（担当者）
課長補佐 鍬本、折原
（内線 48502、48523）



ビジット・ジャパンの強化

（担当部署）

観光庁国際交流推進課・参事官室

（担当者）

課長補佐 金指 （内線27502）

概要

○訪日外国人旅行者数の増加による航空需要の拡大

（目標：訪日外国人旅行者数 2010年1000万人、2020年2000万人）

効果

「プレミアム・デスティネーション」日本の魅力発信「プレミアム・デスティネーション」日本の魅力発信
○韓国、台湾、中国、アメリカといった訪日旅行者数の多いビジット・ジャパン
重点１２市場（訪日旅行者数の約９割）におけるプロモーションの強化に
加え、インド、ロシア、マレーシア等、訪日旅行需要の増加が見込まれる
新興市場に対象を拡大

○民間企業や留学生３０万人計画との連携等により海外プロモーション
ネットワークを充実
○ラグジュアリーマーケット（富裕層）の取込み等により、「質」重視の取組
みを推進

日仏観光交流年バス車体広告
（２００８年3月・パリ）

大規模商談会・Y KOSO！JAPAN
トラベルマート（２００８年１０月）

英国

フランス ドイツ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

タイ

香港

中国 韓国

米国 オーストラリア

カナダ

台湾

英国

フランス ドイツ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

タイ

香港

中国 韓国

米国 オーストラリア

カナダ

台湾

国際会議等（ＭＩＣＥ）の開催・誘致の推進国際会議等（ＭＩＣＥ）の開催・誘致の推進
○国際会議、文化・スポーツイベント、展示会、見本市等（MICE：Meeting, Incentive(Travel), Convention,

Event/Exhibition ）の開催・誘致を推進し、訪日旅行需要を増加させる。

観光渉外官 竹原 （内線27602）
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航空・空港分野での地域公共交通活性化・再生総合事業の活用

地域公共交通活性化・再生法及び同総合事業を活用し、地域の要望の多い空港へのアクセス改善、空港からの二次交通の
拡充、空港での情報提供の充実などを実現する。あわせて、住民の日常生活・社会生活の足となっている航空路線の利用促
進活動を進め、活性化・再生を支援する。

◇ 航空路線の実証運航等
・ダイヤ変更・路線統合等の実証運航
・空港ターミナルの待合施設整備
・離島・地方路線の利用促進活動 等

◇ 空港からの二次交通

・空港を起点とした乗合タクシー、バスの実証運行
・空港とフェリー・鉄道の乗り継ぎ円滑化実証実験
・空港にアクセスする鉄道・バスの待合スペース改善
・外国人向け案内板整備・パンフレット作成 等

支援制度

（例）

地域公共交通活性化・再生総合事業計画 （３年）

地域公共交通総合連携計画
地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進
するための計画

うち協議会が実施する事業 ＜補助率等＞

市町村

公共交通事業者 学識経験者

旅客・貨物ターミナル事業者

＜制度の特徴＞

【計画的取組の実現】
・計画に対する補助で、計画的な事業実施が可能

【協議会の裁量確保】
・事業をパッケージで一括支援
・メニュー間、年度間における柔軟な事業の実施

【地域の実情に応じた支援の実現】
・地域の実情に応じた協調負担の実現

【事業評価の徹底】
・成果を事後評価し、効率的・効果的な事業実施を確保

○「地域公共交通総合連携計画」（法定計画）策定経費
定額

○総合事業計画に定める事業に要する経費

・実証運行（運航） １／２

・実証運行（運航）以外の事業 １／２ （※）
（※）政令市が設置する協議会の取り組む事業 １／３

都道府県

関係行政機関 等

空港法協議会

策定支援

取組
支援

提案活性化・再生法協議会活性化・再生法協議会

（担当部署）
航空局空港部環境・地域振興課
（担当者）森 課長補佐

航空・空港分野での地域公共交通活性化・再生総合事業の活用
（担当部署）
航空局空港部環境・地域振興課
（担当者）課長補佐 森 （内線49402）

平成２１年度から、地域公共交通活性化・再生に関する法律に基づく地域公共交通活性化・再生総合事業の対象を航空分
野に拡大し、地域の要望の多い空港へのアクセス改善、空港からの二次交通の拡充、空港での情報提供の充実などを実現
する。あわせて、住民の日常生活・社会生活の足となっている航空路線の利用促進活動を進め、活性化・再生を支援する。
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成田空港国際線発着枠ルールの適用停止

（担当部署）
航空局監理部航空事業課

（担当者）

課長補佐 鍬本、折原

（担当部署）
航空局監理部航空事業課

（担当者）

課長補佐 鍬本、折原

概要

●成田空港をはじめとする国際線の混雑空港については、「一定期間内に８０％未満しかス
ロットを使用していない場合には、その時間帯のスロットを失う」というＩＡＴＡガイドラインに基
づく発着枠ルールが導入されている（Use it or Lose it Rule）。

●当該ルールを厳格に適用した場合、需要が著しく低下するような事態であっても、スロット
を保全するために、航空会社が無理に運航を継続するような状況を生じかねない。

●このため、空港閉鎖やテロの発生により需要が著しく減少した成田－バンコク線及び成田
－ムンバイ線について、成田空港のＵ／Ｌルールの適用を一時的に停止。

○対象路線 成田空港とタイ又はインドとを結ぶ路線

○対象期間 事件発生の日から０８年度冬ダイヤ末（０９年３月２８日）まで

（参考）諸外国の対応

ＥＵ：欧州委員会が２００９年度夏ダイヤ（３月末～１０月末）におけるＵ／Ｌルールの一時停止を提案
（２００９年３月１０日）。今後、欧州議会、ＥＵ理事会の承認を経た場合に実施。

（担当部署）

（担当者）

課長補佐 鍬本、折原
（内線48502、48523）

課長補佐 高橋（内線 ）

航空局監理部国際航空課
航空事業課

課長補佐 鍬本、折原
（内線48502、48523）

高橋（内線 ）48402

●このため、０８年度冬ダイヤにおいて、空港封鎖やテロにより需要が著しく減少したタイ路線及
びインド路線について発着枠ルールの適用を一時停止。
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●０９年度夏ダイヤにおいて、引き続き、インド路線について発着枠ルールの適用を一時停止。



関西空港到着経路の短縮

（担当部署）
航空局空港部関空・中部監理官

（担当者）

専門官上西 （内線：49615）

概要

効果効果

●平成２１年７月までに、関空到着経路にＲＮＡＶ（広域航法：Area Navigation）を
導入することにより、現在夜間のみ行われている羽田－関空便の短縮経路と同様

の経路短縮を昼間帯においても可能にする。

●飛行経路の短縮により、航空機燃料消費量の節減及びＣＯ２排出量の削減が見

込まれる。また、国内線の最重要路線である羽田便の飛行時間の短縮及びそれを

通じた関西空港の活性化に資することとなる。

現行昼間帯経路からの短縮効果

飛行時間・・・平均５～６分程度の短縮

航空機燃料使用量・・・年間約１３００キロリットルの節約

ＣＯ２排出量・・・年間約３３００トンの削減

現行昼間帯経路からの短縮効果

飛行時間の短縮

航空機燃料使用量の節約

ＣＯ２排出量の削減
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自衛隊・米軍の訓練空域等の通過を可能とする調整経路の設定

概要概要

効果効果

●調整経路（ ＣＤＲ：Conditional Route ）
とは、自衛隊や米軍の訓練空域内に設定
され、 訓練空域の使用予定がない場合
に民間航空機が飛行できる経路。

●現在９本の調整経路が設定されている
が、更に２本の新規の調整経路を設定す
る（平成２１年５月適用）。 調整経路（設定済み）

（合計９本）

新規設定調整経路（２本）
（適用日平成２１年５月７日）

自衛隊高高度訓練・
試験空域

米軍使用エリア
＆射場

○ 飛行経路の短縮による航空機燃料消費量及びＣＯ２排出量の削減

（例）新規設定経路「Ｚ２１」の場合 ： 短縮距離 約４２マイル（約７５ｋｍ）
＜対象便＞関西空港及び中部空港からの欧州方面出発便

Ｚ２１

○ 空域容量の拡大

○ 円滑な交通流の形成による運航効率の向上

Area BArea B

Area KArea K

Area Area 
GG仁川

FIR

Area Area 
CC

Area EArea E

Area PArea P

Area BArea B

Area KArea K

Area Area 
GG仁川

FIR

Area Area 
CC

Area EArea E

Area PArea P

（担当部署）
航空局管制保安部管制課
空域調整整備室

（担当者）
調査官 工藤（内線51240）

自衛隊の訓練空域等の通過を可能とする調整経路の設定
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ＲＮＡＶ（広域航法）の導入促進

概要・効果

●ＲＮＡＶ（広域航法：Area Navigation）とは、地上の無線施設の配置に左右されず
柔軟な経路設計が可能となる飛行方式であり、飛行経路・飛行時間の短縮が可能
となる。

●平成２３年までに国内主要７５路線にＲＮＡＶ経路の導入を完了し、総経路長を
２％短縮する。

⇒燃料消費量削減効果 ：年間約６３００万リットル
⇒ＣＯ２削減効果 ：１５５,０００t-CO2

●今後、曲線進入が可能となるＲＮＰ－ＡＲ（Required Navigation Performance  
Authorization Required）などの高規格ＲＮＡＶの導入を進める。

●平成２２年度からは、空域を高度で分離し、 高高度をＲＮＡＶ専用とするスカイハ

イウェイを導入し、円滑な交通流を実現する。

RNP AR進入

ILSによる精密進入

45,000ft

29,000ft

0ft

RNAV専用

RNAV＆
VOR

運
用
的
分
離

45,000ft

29,000ft

0ft

RNAV専用

RNAV＆
VOR

運
用
的
分
離

（担当部署）
航空局管制保安部保安企画課

（担当者）
調査官 江口（内線51104）
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●平成２３年度までに国内主要７５路線にＲＮＡＶ経路の導入を完了し、総経路長を
２％短縮する。



航空交通管理（ＡＴＭ）の高度化（新たな空域管理・交通流管理手法の導入）

概要

効果

●特定の空域セクターへの交通流の集中を避け交通量の増大に対応するため、可変的なセクター運用を
導入するとともに、軍民の双方のニーズをお互いに満足させるため、状況に応じた弾力的な空域運用及び
交通流形成が可能となる手法の導入を検討する。

●平成２２年度から、羽田、成田空港における滑走路運用、再編後の関東空域における管制運用に対応し
た交通流管理における予測精度の向上を図る。

●平成２３年度から、飛行中の航空機を対象とした時間管理を導入するとともに、管制部、空港の管制支援
機能等との連携を強化し、国内及び国際交通流管理精度並びに運用対応能力（イレギュラー時を含む）の
向上を図る。

●状況の変化に適切に対応するため、管制機関、航空会社等の関係者間で共有する情報の拡充、適時の
情報共有の推進により、協調的意思決定（ＣＤＭ：Collaborative Decision Making）を促進する。

●飛行計画経路及び実飛行距離の短縮

による飛行時間の短縮、燃料消費量削減

●定時性の向上

●運航の計画性向上

●CO2排出量削減

（担当部署）
航空局管制保安部管制課

（担当者）
調査官 山内（内線51242）

羽田

出発空港

ターミナル

中間セクタ

ＡＣＣ
ＡＣＣ

運航者からスポットアウト時間等を取
得することによる
出発時刻の予測精度向上

中間セクターの混雑を回避し、負荷を分
散させるため、手前のセクターを担当す
る管制官へ通過させる時刻を通知

特定経路への集中を回避するため、入域
させる経路を調整

ATM性能向上：交通量の分散化

VOR/DME 測位・計算
VOR/DME

VOR/DME、ＧＰＳ等

VOR/DME等地上施設からの電波を受
信し、電波発信源に向けて飛行。

VOR/DME、GPS等からの信号をもとに自機位置を測
位し、計算処理して飛行コース等を柔軟に設定可能。

運航は、航法機器・地上施設に依存
［航法支援施設＝特定］

運航は、航法の性能（精度）に依存
［航法支援施設＝不特定］

技術革新

ＲＮＡＶの航法原理

VOR/DMEVOR/DME 測位・計算
VOR/DME

VOR/DME、ＧＰＳ等

測位・計算
VOR/DME

VOR/DME、ＧＰＳ等

VOR/DME等地上施設からの電波を受
信し、電波発信源に向けて飛行。

VOR/DME、GPS等からの信号をもとに自機位置を測
位し、計算処理して飛行コース等を柔軟に設定可能。

運航は、航法機器・地上施設に依存
［航法支援施設＝特定］

運航は、航法の性能（精度）に依存
［航法支援施設＝不特定］

技術革新

ＲＮＡＶの航法原理

セクターA

セクターB

可変
セク
ター

セクターＡが混雑した
場合、可変セクターを
セクターＢが担当

セクターA

セクターB

可変
セク
ター

セクターＡが混雑した
場合、可変セクターを
セクターＢが担当

RNAV経路の導入 可変セクターの運用

羽田

出発空港

ターミナル

中間セクタ

ＡＣＣ
ＡＣＣ

運航者からスポットアウト時間等を取
得することによる
出発時刻の予測精度向上

中間セクターの混雑を回避し、負荷を分
散させるため、手前のセクターを担当す
る管制官へ通過させる時刻を通知

特定経路への集中を回避するため、入域
させる経路を調整

ATM性能向上：交通量の分散化

VOR/DME 測位・計算
VOR/DME

VOR/DME、ＧＰＳ等

VOR/DME等地上施設からの電波を受
信し、電波発信源に向けて飛行。

VOR/DME、GPS等からの信号をもとに自機位置を測
位し、計算処理して飛行コース等を柔軟に設定可能。

運航は、航法機器・地上施設に依存
［航法支援施設＝特定］

運航は、航法の性能（精度）に依存
［航法支援施設＝不特定］

技術革新

ＲＮＡＶの航法原理

VOR/DMEVOR/DME 測位・計算
VOR/DME

VOR/DME、ＧＰＳ等

測位・計算
VOR/DME

VOR/DME、ＧＰＳ等

VOR/DME等地上施設からの電波を受
信し、電波発信源に向けて飛行。

VOR/DME、GPS等からの信号をもとに自機位置を測
位し、計算処理して飛行コース等を柔軟に設定可能。

運航は、航法機器・地上施設に依存
［航法支援施設＝特定］

運航は、航法の性能（精度）に依存
［航法支援施設＝不特定］

技術革新

ＲＮＡＶの航法原理

セクターA

セクターB

可変
セク
ター

セクターＡが混雑した
場合、可変セクターを
セクターＢが担当

セクターA

セクターB

可変
セク
ター

セクターＡが混雑した
場合、可変セクターを
セクターＢが担当

RNAV経路の導入 可変セクターの運用

時間管理の導入
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国際航空交通の効率化・シームレス化（ＵＰＲ、ＲＮＡＶ、ＡＭＳＳ等）

概要・効果

●ＵＰＲ（User Preferred Route）とは、洋上において運航機
材、運航時刻、気象予報等を考慮して運航者が任意に作成
した経路をいう。これにより、運航者が自社の運航便に合わ
せた最も希望する飛行経路を飛行可能となる。

●これまで、日本－ハワイ間等で導入を行っているが、今
後ＵＰＲの対象路線の拡大を図る。

⇒燃料消費量削減、ＣＯ２排出量削減

●アジア太平洋地域におけるＲＮＡＶの導入を促進すること
により、同地域における効率的でシームレスな航空交通を
実現する。

⇒アジア太平洋地域における容量拡大、
燃料消費量削減、ＣＯ２排出量削減

●洋上において、航空衛星通信（ＡＭＳＳ：Aeronautical 
Mobile Satellite Service）によるデータリンク通信を利用した
管制間隔短縮の試行運用を行っている。航空衛星通信の
導入促進を図ることにより、洋上の容量を拡大し、より多く
の航空機が希望する高度を飛行可能となる。

⇒洋上の容量拡大、燃料消費量削減、ＣＯ２排出量削減

UPR方式

現行方式

UPR方式

現行方式

RNAV経路

従来経路

一環したRNAV

（担当部署）
航空局管制保安部保安企画課

（担当者）
調査官 江口（内線51104）
調査官 森島（内線51128）

●ＵＰＲ（User Preferred Route）とは、洋上において運航機材、
運航時刻、気象予報等を考慮して運航者が任意に作成した経路
をいう。これにより、運航者が自社の運航便に合わせた最も希望
する飛行経路を飛行可能となる。

●これまで、日本－ハワイ間等で導入を行っているが、今後ＵＰ
Ｒの対象路線の拡大を図る。

⇒燃料消費量削減、ＣＯ２排出量削減

●アジア太平洋地域におけるＲＮＡＶの導入を促進することによ
り、同地域における効率的でシームレスな航空交通を実現する。

⇒アジア太平洋地域における容量拡大、

燃料消費量削減、ＣＯ２排出量削減

●洋上において、航空衛星通信（ＡＭＳＳ：Aeronautical Mobile 
Satellite Service）によるデータリンク通信を利用した管制間隔短
縮の試行運用を行っている。航空衛星通信の導入促進を図るこ
とにより、洋上の容量を拡大し、より多くの航空機が希望する高
度を飛行可能となる。

⇒洋上の容量拡大、燃料消費量削減、ＣＯ２排出量削減
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概要

効果

連続降下最終進入（着陸の最終フェーズにおいて、航空機の飛行管理システム
の機能を使用し、進入途中で水平飛行することなく着陸する方法）は、従来の進入
方式と比較して燃費効率が良いことから、その実施を促進するため、当該進入の
実施に係る運航基準について所要の見直しを行った。（平成２１年３月）

継続降下到着方式（CDA（Continuous Descent Arrivals）：航空機が着陸のた
めの降下飛行フェーズにおいて、適切な地点から最小のエンジン推力を維持し、
降下途中に水平飛行を行うことなく最適な降下率で計器進入開始点まで降下飛行
する方式）について、閑散時間帯において、既存の到着経路を使用するCDAの試
行運用を実施する。

●燃料消費量削減

●ＣＯ２ 排出削減

●騒音軽減

●従来よりも消費燃料削減効果の高い進入・到着方式の導入を図る。

消費燃料削減効果の
高い新たな到着方式

現状の進入

滑走路

連続降下最終進入の実施促進及び継続降下到着方式の試行運用の実施

（担当部署）
航空局技術部運航課
航空局管制保安部保安企画課

管制課
（担当者）
専門官 森 （内線50112）
調査官 森島（内線51128）
調査官 金子（内線51227）

【連続降下最終進入の実施促進に関する効果額（定航協試算） ：約0.1億円】 17



衛星航法システム（ＳＢＡＳ、ＧＢＡＳ）を利用した運航方式の導入

概要

効果

●ＳＢＡＳ（衛星型補強システム：Satellite-Based Augmentation System）は、航空路からCAT-I（カテ
ゴリ-I）精密進入まで、信頼性や精度の高い航法を提供可能なシステムであり、一式で日本全土
をカバー可能である。
●我が国のSBAS（MSAS※）は、現在、厳しい電離層の影響等により、非精密進入までの性能にとど
まっているが、今後、性能向上を行い、全ての空港・滑走路方向にCAT-Iの航法精度を提供可能
とする。（※運輸多目的衛星用衛星航法補強システム：MTSAT Satellite-based Augmentation 
System）
●GBAS（地上型補強システム：Ground Based Augmentation System）は、将来の高カテゴリーの精
密進入を実現するシステムとして、国際民間航空機関（ICAO)において、現在標準化の検討が行
われている。GBASは、空港毎に１式の設備を整備することにより、全ての滑走路方向に高カテゴ
リーの精密進入を提供できる。
●GBAS導入に向けて、我が国特有の厳しい電離層の影響を検証するとともに、諸外国の基準策定
動向を踏まえ、GBAS実施基準の検討を行う。
●さらに、曲線精密進入等、SBAS・GBASを利用した新たな運航方式の導入について検討する。

●全ての空港・滑走路方向にCAT-I以上の精密進入を提供可能とすることによる就航率改善

●垂直誘導の提供によるCFIT（Controlled Flight Into Terrain）事故（航空機に異常がなく、かつパイ
ロットが気が付かないまま、地表や山に衝突する事故）の防止等安全性の向上

●曲線精密進入等が可能となるため、空域容量の拡大、山等の障害物がある空港における就航率
の改善及び市街地を回避するルート設定等による騒音の軽減

（担当部署）
航空局管制保安部管制技術

技術部運航課

（担当者）
調整官 吉村（内線51454）
調整官 真鍋（内線51439）
専門官 森 （内線50112）
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衛星航法システム（ＳＢＡＳ、ＧＢＡＳ）を利用した運航方式の導入

（担当部署）
航空局管制保安部管制技術課

技術部運航課
（担当者）
調査官 吉村（内線51454）
調査官 宇都宮（内線51439）
専門官 森（内線50112）



米国との BASA （航空の安全の増進に関する協定：Bilateral Aviation
Safety Agreement）締結による航空機等の検査の合理化

（担当部署）

航空局技術部航空機安全課

（担当者）

課長補佐 高橋（内線50243）

２１年度当初目途に、安全性の証明を受けた設計や製造の相互承認に係るＢＡＳＡを米国と締結

することにより、

● 米国当局が米国製部品を米国製以外の航空機へ装備することを承認している場合にも、我が国における
検査を省略。

● 米国当局が修理方法を承認している場合には、製造者以外が開発した修理方法であっても、我が国に
おける検査の一部を省略。

概要

効果

米国製以外の航空機

使
用
す
る場
合
の
検
査

米国製部品米国製部品
当該航空機当該航空機

純正部品純正部品

当該航空機当該航空機

純正部品純正部品
製
造
者
以
外
が

開
発
し
た

修
理
方
法

米国当局承認

米国当局承認

米国当局承認

米国当局承認

米国製の航空機

ＢＡＳＡに
基づき

検査を省略

従来より
検査省略

航空局による修理方法の承認手続き

ＢＡＳＡに基づき検査の一部を省略

従来より
検査省略

部品選択肢の増加等

【効果額（定航協試算）：約0.7億円】19

製
造
者
以
外
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者
が
開
発
し
た

修
理
方
法

● 米国当局が修理方法を承認している場合には、製造者以外の者が開発した修理方法であっても、我が
国における検査の一部を省略。

米国とのBASA（航空の安全の増進に関する協定:Bilateral Aviation 
Safety Agreement ）締結による航空機整備等の効率化



見直し前の取扱い 見直しの概要及び効果
担当部署
・担当者

限定査察操縦士制度及び限定
技能審査員制度の創設
（前者は平成２１年２月創設。
後者は平成２１年度当初目途
に創設予定。）

指定本邦航空運送事業者において機長
審査を実施する査察操縦士及び指定航
空従事者養成施設において技能審査を
実施する技能審査員については、現役
の機長であることを要件とする。

航空身体検査証明を持たない者であっても
過去に機長の経験があれば、実地審査をシ
ミュレータを使用して行う場合に限り、機長審
査・技能審査を行うことができる者として指
名・認定することができる制度（限定査察操
縦士制度・限定技能審査員制度）を創設し、
航空会社におけるヒューマンリソースの有効
活用の促進を図る。

航空局技術部
運航課
専門官　森
（内線50112）

航空局技術部
乗員課

課長補佐　梅澤
（内線50302）

航空従事者技能証明の実地試
験をシミュレータのみにより行う
場合の訓練シラバスの適切性
を確認するための追跡調査の
廃止（平成２１年度当初目途）

航空従事者技能証明の実地試験をシ
ミュレータのみにより行う訓練課程につ
いては、航空会社における訓練シラバ
スの適切性を検証するとともに、その維
持状況を追跡調査等により確認すること
を承認の要件とする。

制度創設から一定の期間が経過し、調査結
果が蓄積されたことから、当該訓練課程が指
定航空従事者養成施設の課程である場合に
ついては、訓練シラバスの適切性の維持状
況を確認するための追跡調査を行わないこと
とし、航空会社の負担の軽減を図る。

航空局技術部
乗員課

課長補佐　梅澤
（内線50302）

航空英語能力証明の有効期間
の延長（平成２１年４月より実
施）

ICAO標準により国際航行を行う操縦士
に対して求められている航空英語能力
証明（能力レベルに応じレベル４～６）に
ついて、その有効期間を、レベル４及び
５は３年、レベル６は無期限とする。

制度創設から一定の期間が経過し、能力レ
ベル判定者の能力向上や安定的な評価を行
うためのデータ蓄積が図られたことから、レベ
ル５の有効期間をICAO標準に合わせて６年
に延長することにより、航空会社における
ヒューマンリソースの有効活用の促進を図
る。

航空局技術部
乗員課

課長補佐　梅澤
（内線50302）

 安全規制の見直し（乗員についての規制の見直し）
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地方航空ネットワーク維持のための着陸料の引き下げについて

（担当部署）
航空局監理部総務課企画室

（担当者）

課長補佐 山崎
（内線 48152）

急速に悪化した景気の影響を受けて急落した航空需要にかんがみ、運賃の引き下げ等による地方航
空ネットワークの維持を図るため、平成２１年７月から平成２２年３月末まで着陸料の引き下げを行うこ

ととし、対象路線及び軽減率について検討を行う。

地方管理

その他

軽減なし
羽田、 伊丹、
新千歳、福岡

国管理

共 用
出
発

国管理（羽田除く）

共 用
羽 田

到着

地方管理

その他

軽減なし
羽田、 伊丹、
新千歳、福岡

国管理

共 用
出
発

国管理（羽田除く）

共 用
羽 田

到着

７／１０

９／１０

３／４

７／１０

１／２

地方航空ネットワークの維持・拡充等を図るとともに、また観光立国の推進に寄与するため、当分の間、地方路線に係
る着陸料を以下の通り軽減。

１／２稚内、紋別、中標津、大館能
代、山形、能登、南紀白浜、
石見、佐賀

７／１０旭川、帯広、女満別、青森、

秋田、庄内、富山、岡山、鳥
取、出雲、山口宇部

３／４釧路、函館、三沢、米子、高
知、徳島

９／１０小松、関空、広島、高松、松
山、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、新北九州、神戸

羽田着陸
料の軽減
率

発空港

１／２稚内、紋別、中標津、大館能
代、山形、能登、南紀白浜、
石見、佐賀

７／１０旭川、帯広、女満別、青森、

秋田、庄内、富山、岡山、鳥
取、出雲、山口宇部

３／４釧路、函館、三沢、米子、高
知、徳島

９／１０小松、関空、広島、高松、松
山、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、新北九州、神戸

羽田着陸
料の軽減
率

発空港

現行措置（ネットワーク維持のための地方路線に係る着陸料軽減）
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国管理（羽田・伊丹を除く）


